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（ 公 印 省 略 ） 

 

「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」の一部改正について 

 

病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについては「病院又は診療所におけ

る診療用放射線の取扱いについて」（平成 31年３月 15日付け医政発 0315第４号厚生

労働省医政局長通知。以下「取扱通知」という。）等に基づき、管下の医療機関に対

して指導をお願いしているところです。 

令和４年４月１日に「医療法施行規則等の一部を改正する省令」（令和４年厚

生労働省令第 75 号。以下「改正省令」という。）が公布され、改正省令の趣旨に

ついては「医療法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」（令和４年４月

１日付け医政発 0401第 24号厚生労働省医政局長通知。以下「公布通知」という。）

において周知しているところです。 

今般、公布通知において、追って通知する予定としていた、特別措置病室の使用に

当たり留意すべき事項について、令和４年 10 月１日付けで別添の新旧対照表のとお

り取扱通知を改正することとし、別添の新旧対照表のうち、取扱通知の別紙「女子

の線量限度の適用除外についての書面の運用に係る留意事項」の改正箇所につ

いては、本日付けで改正することとしたため、貴職におかれてはこれを御了知い

ただくとともに、管下の関係医療機関等に周知方お願いします。 

なお、別添の新旧対照表中の「関係学会等が作成するガイドライン」につい

ては、作成され次第、追って周知する予定です。 
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○ 「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」(平成 31 年３月 15 日付け医政発 0315 第４号厚生労働省医政局

長通知) 新旧対照表 

（下線は改正部分） 
改  正  後 改  正  前 

第１ 届出に関する事項 

１ エックス線装置の届出（医療法施行規則（昭和 23年厚

生省令第50号。以下「規則」という。）第24条の２） 

(１)・(２) （略） 

(３) 移動型又は携帯型エックス線装置（移動型透視用

エックス線装置及び移動型 CTエックス線装置を含

む。以下同じ。）を病院又は診療所に備えたときに

ついても、10日以内に規則第24条の２の規定に基づ

く届出書により届出を行うこと。この場合におい

て、同条第４号に規定する「エックス線装置のエッ

クス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の

概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保

管条件等を具体的に記載する必要があること。ま

た、移動型又は携帯型エックス線装置を、エックス

線診療室内に据え置いて使用する場合は、届出に当

たってその旨を記載すること。 

(４) （略） 

２～４ （略） 

５ 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射

性同位元素の届出（規則第28条） 

(１) 規則第28条の規定は、放射性同位元素による放射

線障害を防止し公共の安全の確保を図る観点から、

規則第24条第８号に規定する陽電子断層撮影診療用

放射性同位元素又は同条第８号の２に規定する診療

用放射性同位元素を病院又は診療所に備えようとす

第１ 届出に関する事項 

１ エックス線装置の届出（医療法施行規則（昭和 23年厚

生省令第50号。以下「規則」という。）第24条の２） 

(１)・(２) （略） 

(３) 移動型又は携帯型エックス線装置（移動型透視用

エックス線装置及び移動型 CTエックス線装置を含

む。以下同じ。）を病院又は診療所に備えたときに

ついても、10日以内に規則第24条の２に規定に基づ

く届出書により届出を行うこと。この場合におい

て、同条第４号に規定する「エックス線装置のエッ

クス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の

概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保

管条件等を具体的に記載する必要があること。ま

た、移動型又は携帯型エックス線装置を、エックス

線診療室内に据え置いて使用する場合は、届出に当

たってその旨を記載すること。 

(４) （略） 

２～４ （略） 

５ 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射

性同位元素の届出（規則第28条） 

(１) 規則第28条の規定は、放射性同位元素による放射

線障害を防止し公共の安全の確保を図る観点から、

規則第24条第８号に規定する陽電子断層撮影診療用

放射性同位元素又は同条第８号の２に規定する診療

用放射性同位元素を病院又は診療所に備えようとす

〔別添〕 
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改  正  後 改  正  前 

る場合の手続を定めるものであり、当該放射性医薬

品を使用した患者の安全性を担保するものではない

こと。 

なお、規則第24条第８号イからニまでに掲げるも

のは、おおむね次に掲げるとおりであること。 

ア  イ及びロに掲げるものは、従前より医療法

（昭和23年法律第205号）の規制対象である、

病院又は診療所に存する放射性医薬品及び医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以

下「医薬品医療機器等法」という。）の承認又

は認証を受けている医薬品又は体外診断用医薬

品を指すものであること。 

イ・ウ （略） 

(２)～(６) （略） 

 

第２ （略） 

 

第３ エックス線診療室等の構造設備に関する事項 

１ エックス線診療室（規則第30条の４） 

(１) 規則第30条の４第１号のエックス線診療室の画壁

等の防護については、１週間当たりの実効線量によ

ること。この場合の放射線の量の測定は、通常の使

用状態において画壁等の外側で行うこと。 

なお、同号ただし書に規定する「その外側が、人

が通行し、又は停在することのない場所」とは、床

下がただちに地盤である場合、壁の外が崖、地盤面

下等である場所など極めて限定された場所であるこ

と。ただし、床下に空間があっても、周囲を柵等で

る場合の手続を定めるものであり、当該放射性医薬

品を使用した患者の安全性を担保するものではない

こと。 

なお、規則第24条第８号イからニまでに掲げるも

のは、おおむね次に掲げるとおりであること。 

ア イ及びロに掲げるものは、従前より医療法の

規制対象である、病院又は診療所に存する放射

性医薬品及び医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年

法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」と

いう。）の承認又は認証を受けている医薬品又

は体外診断用医薬品を指すものであること。 

 

イ・ウ （略） 

(２)～(６) （略） 

 

第２ （略） 

 

第３ エックス線診療室等の構造設備に関する事項 

１ エックス線診療室（規則第30条の４） 

(１) 規則第30条の４第１号のエックス線診療室の画壁

等の防護については、１週間当たりの実効線量によ

ること。この場合の放射線の量の測定は、通常の使

用状態において画壁等の外側で行うこと。 

なお、同号ただし書きに規定する「その外側が、

人が通行し、又は停在することのない場所」とは、

床下がただちに地盤である場合、壁の外が崖、地盤

面下等である場所など極めて限定された場所である

こと。ただし、床下に空間があっても、周囲を柵等
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改  正  後 改  正  前 

区画され、その出入口に鍵その他閉鎖のための設備

又は器具を設けた場所については、「その外側が、

人が通行し、又は停在することのない場所」に該当

すること。特に天井及び窓等について防護が不完全

な場合が予想されるので、その適用については十分

注意すること。 

(２) （略） 

(３) 規則第30条の４第２号ただし書のうち、「近接透

視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場

合」とは、次に掲げる場合に限られること。ただ

し、本規定は、診療上やむを得ず患者の近傍で当該

エックス線装置を使用するためのものであり、それ

以外の場合においては、放射線診療従事者等の被ば

く防護の観点から、エックス線診療室外において当

該エックス線装置を使用すること。 

(４) 規則第30条の４第２号ただし書中、「必要な防護

物を設ける」とは、実効線量が３月間につき1.3ミリ

シーベルト以下となるような画壁等を設ける等の措

置を講ずることであること。 

（５）・（６） （略） 

２～５ 

６ 診療用放射性同位元素使用室（規則第30条の８） 

(１)～(４) （略） 

(５) 規則第30条の８第10号の規定は、準備室に設けら

れている洗浄設備について、診療用放射性同位元素

又は放射性同位元素によって汚染された水等を安全

に廃棄するために排水施設に連結すべきであるこ

と。 

(６)～(８) （略） 

で区画され、その出入り口に鍵その他閉鎖のための

設備又は器具を設けた場所については、「その外側

が、人が通行し、又は停在することのない場所」に

該当すること。特に天井及び窓等について防護が不

完全な場合が予想されるので、その適用については

十分注意すること。 

(２) （略） 

(３) 規則第30条の４第２号ただし書きのうち、「近接

透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の

場合」とは、次に掲げる場合に限られること。ただ

し、本規定は、診療上やむを得ず患者の近傍で当該

エックス線装置を使用するためのものであり、それ

以外の場合においては、放射線診療従事者等の被ば

く防護の観点から、エックス線診療室外において当

該エックス線装置を使用すること。 

(４) 規則第30条の４第２号ただし書き中、「必要な防

護物を設ける」とは、実効線量が３月間につき1.3ミ

リシーベルト以下となるような画壁等を設ける等の

措置を講ずることであること。 

（５）・（６） （略） 

２～５ 

６ 診療用放射性同位元素使用室（規則第30条の８） 

(１)～（４） （略） 

(５) 規則第30条の８第10号の規定は、準備室に設けら

れている洗浄設備について、診療用放射性同位元素

又は放射性同位元素によって汚染された水等を安全

に廃棄するために排水施設に連結すべきことである

こと。 

(６)～（８） （略） 
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改  正  後 改  正  前 

７～９（略） 

10 廃棄施設（規則第30条の11） 

(１)～（３）（略）  

(４) （略） 

ア 医療法施行規則第三十条の十一第一項第六号

の規定に基づき厚生労働大臣の定める陽電子断

層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量並

びに陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原

子の数が一を下回ることが確実な期間（平成16

年厚生労働省告示第 306号。以下 10において

「種類及び数量等告示」という。）第１条に規

定する厚生労働大臣が定める種類と数量の範囲

に係る、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

等のみを管理区域内の廃棄施設内で保管管理す

る場合には、保管廃棄設備に関する技術的基準

を課さないこと。ただし、この場合において

も、規則第30条の11第１項等に規定される廃棄

施設としての構造設備の基準は適用されること

に留意すること。 

イ（略） 

(５)・（６）（略） 

11 放射線治療病室（規則第30条の12） 

(１) 「治療を受けている」とは、診療用放射線照射装

置若しくは診療用放射線照射器具の体内への挿入又

は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診

療用放射性同位元素の投与により治療を受けている

患者（以下「放射線治療を受けている患者」とい

う。）であって、放射線治療を受けている患者以外

の患者の被ばく線量が３月間につき1.3ミリシーベル

７～９（略） 

10 廃棄施設（規則第30条の11） 

(１)～（３）（略） 

(４) （略） 

ア 医療法施行規則第三十条の十一第一項第六号

の規定に基づき厚生労働大臣の定める陽電子断

層撮影診療用放射性同位元素の種類及び数量並

びに陽電子断層撮影診療用放射性同位元素同位

元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間

（平成16年厚生労働省告示第306号。以下10に

おいて「種類及び数量等告示」という。）第１

条に規定する厚生労働大臣が定める種類と数量

の範囲に係る、陽電子断層撮影診療用放射性同

位元素等のみを管理区域内の廃棄施設内で保管

管理する場合には、保管廃棄設備に関する技術

的基準を課さないこと。ただし、この場合にお

いても、規則第30条の11第１項等に規定される

廃棄施設としての構造設備の基準は適用される

ことに留意すること。 

イ（略） 

(５) ・（６）（略） 

11 放射線治療病室（規則第30条の12） 

(１) 「治療を受けている」とは、診療用放射線照射装

置若しくは診療用放射線照射器具の体内への挿入又

は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診

療用放射性同位元素の投与により治療を受けている

患者（以下「放射線治療を受けている患者」とい

う。）であって、放射線治療を受けている患者以外

の患者の被ばく線量が３月間につき1.3ミリシーベル
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改  正  後 改  正  前 

トを超えるおそれがある場合をいうこと。また、放

射線治療病室は、あくまで放射線治療を受けている

患者を入院させる室であり、外来診療のみの患者を

治療する室については同条の適用を受けないこと。 

なお、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照

射器具の使用に当たっては、RI法の適用を受けるこ

とに留意されたい。 

 

(２) 規則第30条の12第１項第１号の画壁等の防護につ

いては、使用実態を考慮し、通常の診療に用いる放

射能の量において、患者の数及び患者の病床から画

壁までの距離を考慮して測定すること。 

なお、同号ただし書により放射線治療病室相互の

画壁等については、本号に規定するしゃへいを必要

とされないこととされているが、この場合にあって

も隣室の患者が不必要に被ばくすることがないよう

適切な防護措置を講ずること。また、同条第２項に

規定する特別措置病室と隣接する画壁等の防護につ

いては、当該ただし書の対象ではないこと。 

また、２人以上を入院させる病室についても、各

患者の間に適切なしゃへい物を設けること又は適当

な距離をとること等を通じて患者が不必要に被ばく

することがないよう留意すること。 

(３) 規則第30条の12第１項第３号の規定は、診療用放

射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位

元素により治療を受けている患者を入院させる放射

線治療病室における当該患者の嘔吐物、排せつ物等

による放射性同位元素による汚染の除去を容易にす

るために設けられたものであること。 

トを超えるおそれがある場合をいうこと。また、放

射線治療病室は、あくまで放射線治療を受けている

患者を入院させる室であり、外来診療のみの患者等

を治療する室については同条の適用を受けないこ

と。 

なお、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照

射器具の使用に当たっては、RI法の適用を受けるこ

とに留意されたい。 

(２ ) 規則第 30条の 12第１号の画壁等の防護について

は、使用実態を考慮し、通常の診療に用いる放射能

の量において、患者の数及び患者の病床から画壁ま

での距離を考慮して測定すること。 

なお、同号ただし書きにより放射線治療病室相互

の画壁等については、本号に規定するしゃへいを必

要とされないこととされているが、この場合にあっ

ても隣室の患者が不必要に被ばくすることがないよ

う適切な防護措置を講ずること。 

また、２人以上を入院させる病室についても、各

患者の間に適切なしゃへい物を設けること又は適当

な距離をとること等を通じて患者が不必要に被ばく

することがないよう留意すること。 

 

 

(３) 規則第30条の12第３号の規定は、診療用放射性同

位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に

より治療を受けている患者を入院させる放射線治療

病室における当該患者の嘔吐物、排せつ物等による

放射性同位元素による汚染の除去を容易にするため

に設けられたものであること。 
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改  正  後 改  正  前 

(４) 規則第30条の12第１項第３号ただし書は、診療用

放射線照射装置又は診療用放射線照射器具で治療さ

れている患者のみを入院させる放射線治療病室にあ

っては、放射性同位元素により汚染されるおそれが

ないため、規則第30条の８第８号の適用を除外する

ものであること。なお、体内に挿入して治療を行う

ために用いられる診療用放射線照射装置又は診療用

放射線照射器具の放置等の発見を容易にするための

措置として、当該診療用放射線照射装置又は診療用

放射線照射器具で治療されている患者のみを入院さ

せる放射線治療病室であっても、内部の壁、床等に

ついて、規則第30条の８第６号及び同条第７号の規

定を適用すること。 

   また、規則第30条の12第１項第３号ただし書の規

定により規則第30条の８第８号の適用が除外された

放射線治療病室に対して、規則第30条の12第２項第

４号に掲げる措置を講じた場合、当該放射線治療病

室に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療

用放射性同位元素により治療を受けている患者を入

院させることが可能であること。 

(５ ) 規則第 30条の 12第２項に規定する特別措置病室

は、一般病室等に対して同項各号に掲げる措置を講

じることで、放射線治療病室として診療用放射線照

射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位

元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によ

り治療を受けている患者を入院させることが可能で

あること。したがって、規則第30条の13、第30条の

15、第30条の18第１項第４号及び第５号、第30条の

20第１項第２号、第30条の22の規定等は特別措置病

(４) 規則第30条の12第３号ただし書きは、診療用放射

線照射装置又は診療用放射線照射器具で治療されて

いる患者のみを入院させる放射線治療病室にあって

は、放射性同位元素により汚染されるおそれがない

ため、規則第30条の８第８号の適用を除外するもの

であること。なお、体内に挿入して治療を行うため

に用いられる診療用放射線照射装置又は診療用放射

線照射器具の放置等の発見を容易にするための措置

として、当該診療用放射線照射装置又は診療用放射

線照射器具で治療されている患者のみを入院させる

放射線治療病室であっても、内部の壁、床等につい

て、規則第30条の８第６号及び同条第７号の規定を

適用すること。 

 

 

 

 

 

 

   

（新設） 
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室においても適用されることに留意し、届出につい

ては（６）を参照すること。 

なお、規則第30条の22に規定する放射線障害が発

生するおそれのある場所の測定は、規則第30条の15

第２項に規定する措置を講じた後、放射線治療を受

けている患者が入院していない場合にあっては適用

されない。 

(６) 特別措置病室は、規則第26条第3号に規定する「診

療用放射線照射装置により治療を受けている患者を

入院させる病室」、規則第27条第１項第３号に規定

する「診療用放射線照射器具により治療を受けてい

る患者を入院させる病室」及び規則第28条第１項第

４号に規定する「診療用放射性同位元素又は陽電子

断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けて

いる患者を入院させる病室」に該当すること。特別

措置病室に係る「放射線障害の防止に関する構造設

備及び予防措置の概要」には、規則第30条の12第２

項各号に掲げる措置として実施する事項の概要を示

した書類、その他同条第１項第１号に規定する放射

線治療病室の例によって、書類を添付する必要があ

ること。なお、同一の室を特別措置病室として繰り

返し使用する場合にあっては、初回の使用前にあら

かじめ届出を行う必要があるが、使用の都度届出を

行う必要はないこと。 

また、特別措置病室は一般病室等に対して措置を

講じた病室であるため、設置にあたって構造設備の

変更を行わない場合は、医療法第27条に基づく使用

前検査の対象とならないこと。 

(７) 特別措置病室に係る廃棄施設については、第３の

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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10に示す他、次の点に留意すること。 

ア 患者の排泄物等の取扱いについては、関係学

会等が作成するガイドラインを参考とし、適切

に行うこと。 

イ 患者に投与した診療用放射性同位元素の性質

から、患者の呼気による排泄が極めて少ない等

の理由により、室内の空気中濃度が規則第30条

の26第２項に規定される濃度限度を明らかに下

回る場合は排気設備を設ける必要がないこと。

「濃度限度を明らかに下回る場合」の判断に当

たっては、関係学会等が作成するガイドライン

を参考とすること。 

(８)  (５) から(７)までに掲げるもののほか、特別措

置病室に係る適切な防護措置及び汚染防止措置の詳

細については、関係学会等が作成するガイドライン

を踏まえ、適切に対応すること。 

 

第４ 管理義務に関する事項 

１ 使用の場所等の制限（規則第30条の14） 

(１) エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生

装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放

射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、

診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療

用放射性同位元素使用室における一般的な管理義務に

ついて 

ア・イ （略） 

ウ 放射線診療室において、放射線診療と無関係

な機器を設置し、放射線診療に関係のない診療

を行うこと、当該放射線診療室の診療と無関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （新設） 

 

 

 

 

第４ 管理義務に関する事項 

１ 使用の場所等の制限（規則第30条の14） 

(１) エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生

装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放

射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、

診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療

用放射性同位元素使用室における一般的な管理義務に

ついて 

ア・イ （略） 

ウ 放射線診療室において、放射線診療と無関係

な機器を設置し、放射線診療に関係のない診療

を行うこと、当該放射線診療室の診療と無関係
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な放射線診療装置等の操作する場所を設けるこ

と及び放射線診療室を一般の機器又は物品の保

管場所として使用することは認められないこ

と。ただし、次に掲げる場合にあっては、その

限りでないこと。 

(ア)・(イ) （略） 

(ウ) 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

使用室に陽電子放射断層撮影装置に磁気共

鳴画像診断装置（以下「 MRI」という。）

が付加され一体となったもの（以下「陽電

子－MRI複合装置」という。）を備え、陽

電子断層撮影画像との重ね合わせを目的と

してMRIによる撮影を行う場合又は陽電子

断層撮影画像との重ね合わせを目的としな

いMRIによる撮影（以下「MRI単独撮影」と

いう。）を行う場合。 

ただし、この場合においては、当該陽

電子断層撮影診療用放射性同位元素使用

室の室内には陽電子―MRI複合装置を操作

する場所を設けないこと。 

また、第１の５の(３)のイの(イ)の陽

電子断層撮影診療に関する安全管理の責

任者たる医師又は歯科医師がMRI単独撮影

を含む陽電子断層撮影診療用放射性同位

元素使用室における安全管理の責任者と

なり、また、第１の５の (３)のアの(ア)

の診療放射線技師がMRI単独撮影を含む陽

電子断層撮影診療用放射性同位元素使用

室における安全管理に専ら従事すること

な放射線診療装置等の操作する場所を設けるこ

と及び放射線診療室を一般の機器又は物品の保

管場所として使用することは認められないこ

と。ただし、次に掲げる場合にあっては、その

限りでないこと。 

(ア)・(イ) （略） 

(ウ) 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

使用室に陽電子放射断層撮影装置に磁気共

鳴画像診断装置（以下「 MRI」という。）

が付加され一体となったもの（以下「陽電

子－MRI複合装置」という。）を備え、陽

電子断層撮影画像との重ね合わせを目的と

してMRIによる撮影を行う場合又は陽電子

断層撮画像との重ね合わせを目的としない

MRIによる撮影（以下「MRI単独撮影」とい

う。）を行う場合。 

ただし、この場合においては、当該陽

電子断層撮影診療用放射性同位元素使用

室の室内には陽電子―MRI複合装置を操作

する場所を設けないこと。 

また、第１の５の(３)のイの(イ)の陽

電子断層撮影診療に関する安全管理の責

任者たる医師又は歯科医師がMRI単独撮影

を含む陽電子断層撮影診療用放射性同位

元素使用室における安全管理の責任者と

なり、また、第１の５の (３)のアの(ア)

の診療放射線技師がMRI単独撮影を含む陽

電子断層撮影診療用放射性同位元素使用

室における安全管理に専ら従事すること
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によって、 MRI単独撮影を受ける患者等

が、陽電子断層撮影診療用放射性同位元

素による不必要な被ばくを受けることの

ないよう、適切な放射線防護の体制を確

立すること。 

その他陽電子断層撮影診療用放射性同

位元素使用室に陽電子―MRI複合装置を備

えた場合の安全確保及び放射線防護につ

いては、関係学会等の作成したガイドラ

インを参考にすること。 

エ （略） 

(２)～（11） （略） 

(12) 診療用放射性同位元素を陽電子断層撮影診療用放射

性同位元素使用室において使用することについて 

診療用放射性同位元素の使用に関して、「特別の理由

により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使

用する場合」とは、次のアからウに掲げる場合に限定さ

れること。 

なお、この場合における「適切な防護措置及び汚染防

止措置」として、イからウに掲げる条件を遵守するとと

もに、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室に診

療用放射性同位元素を備えようとするときは、規則第28

条又は第29条第２項によりあらかじめ届出を行う必要が

あること。この場合において、規則第28条第１項第２号

の規定に関して、その年に使用を予定する診療用放射性

同位元素の種類、形状及び数量を、規則第28条第１項第

４号の規定に関して、陽電子断層撮影診療用放射性同位

元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予

防措置として、当該診療用放射性同位元素を使用する旨

によって、 MRI単独撮影を受ける患者等

が、陽電子断層撮影診療用放射性同位元

素による不必要な被ばくを受けることの

ないよう、適切な放射線防護の体制を確

立すること。 

その他陽電子断層撮影診療用放射性同

位元素使用室に陽電子―MRI複合装置を備

えた場合の安全確保及び放射線防護につ

いては、関係学会等の作成したガイドラ

インを参考にすること。 

エ （略） 

(２)～（11） （略） 

(12) 診療用放射性同位元素を陽電子断層撮影診療用放射

性同位元素使用室において使用することについて 

診療用放射性同位元素の使用に関して、「特別の理由

により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使

用する場合」とは、次のアからウに掲げる場合に限定さ

れること。 

なお、この場合における「適切な防護措置及び汚染防

止措置」として、イからウに掲げる条件を遵守するとと

もに、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室に診

療用放射性同位元素を備えようとするときは、規則第28

条又は第29条第２項によりあらかじめ届出を行う必要が

あること。この場合において、規則第28条第１項第２号

の規定に関して、その年に使用を予定する診療用放射性

同位元素の種類、形状及び数量を、規則第28条第１第４

号の規定に関して、陽電子断層撮影診療用放射性同位元

素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防

措置として、当該診療用放射性同位元素を使用する旨を
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を記載すること。 

ア～ウ （略） 

２（略） 

３ 患者の入院制限（規則第30条の15） 

(１)・（２）（略）  

(３) 規則第30条の15第１項ただし書は、放射線治療を

受けている患者を緊急やむを得ず一時的に集中強化

治療室等に入院させる場合等が想定されること。

なお、ただし書中「適切な防護措置及び汚染防止措

置」の内容は、次に掲げるとおりであること。 

ア 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診

療用放射性同位元素により治療を受けている患

者を入院させる場合にあっては、第４の１(11)

を参考に必要な措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載すること。 

ア～ウ （略） 

２（略） 

３ 患者の入院制限（規則第30条の15） 

(１)・（２）（略）  

(３) 規則第30条の15第１項ただし書き中「適切な防護

措置及び汚染防止措置」の内容は、概ね次に掲げる

とおりであること。 

 

 

ア 放射線治療病室から一般病室等に退出させる

場合には、他の患者が被ばくする実効線量が３

月間につき 1.3ミリシーベルト以下であるこ

と。 

なお、診療用放射性同位元素を投与された

患者の退出に係る取扱いは「放射性医薬品を

投与された患者の退出について」（平成 10年

６月30日付け医薬安発第70号厚生省医薬安全

局安全対策課長通知。以下「医薬品退出基

準」という。）を、診療用放射線照射器具を

永久的に挿入された患者の退出に係る取扱い

は「診療用放射線照射器具を永久的に挿入さ

れた患者の退出及び挿入後の線源の取扱いに

ついて」（平成 30年７月 10日付け医政地発

0710第１号厚生労働省医政局地域医療計画課

長通知。以下「照射器具退出基準」とい

う。）をそれぞれ参照し、患者及び介護者等

への指導並びに退出の記録について徹底する

こと。 
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イ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射

器具を体内に挿入して治療を受けている患者を

入院させる場合にあっては、第４の１(９)を参

考に必要な措置を講じること。 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

(４) 規則第30条の15第２項ただし書の規定は、放射線

治療を受けている患者以外の患者が特別措置病室へ

入院する際の不要な被ばくを防止するために、空気

中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によ

って汚染される物の表面密度を管理区域に係る基準

以下とすることを求める規定である。本措置のう

ち、空気中濃度の担保については、患者に投与した

なお、規則第24条第８号の２で準用する同

条第８号ハに該当する診療用放射性同位元素

を投与された患者の退出に係る取扱いについ

ては、医薬品退出基準及び「放射性医薬品を

投与された患者の退出について」（平成 10年

６月30日付け厚生省医薬安全局安全対策課事

務連絡）における退出基準算定に関する資料

を参考とすること。 

イ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射

器具を体内に挿入して治療を受けている患者か

ら、当該診療用放射線照射装置又は当該診療用

放射線照射器具が脱落した場合等に伴う適切な

措置を講ずること。 

なお、診療用放射線照射器具の脱落に係る

取扱いは、照射器具退出基準を参照するこ

と。 

ウ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与

された患者等については、管理区域内において

患者等の体内から発する放射線が減衰し、患者

等を管理区域外に退出させても構わない程度十

分な時間留め置いた場合を示していること。 

 

(新設) 
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改  正  後 改  正  前 

診療用放射性同位元素の性質から、室内の空気中濃

度が濃度基準を明らかに下回る場合は、必ずしも測

定する必要はないこと。「室内の空気中濃度が濃度

基準を明らかに下回る場合」の判断については、関

係学会等が作成するガイドラインを参考とするこ

と。 

なお、特別措置病室に放射線治療を受けている患

者が入院した後、本措置を講じる前に特別措置病室

へ講じた規則第30条の12第２項に規定される措置を

解除し、放射線治療を受けている患者以外の患者を

入院させることは認められないこと。 

(５) 治療を受けている患者等の取扱いについては、次

のとおりであること。 

ア 放射線治療病室から一般病室等に退出させる

場合、他の患者が被ばくする実効線量が３月間

につき1.3ミリシーベルト以下でなければなら

ないこと。また、国際放射線防護委員会の勧告

等に鑑み次の退出基準を示しており、それぞれ

の退出基準を参照し、患者及び介護者等への指

導並びに退出の記録について徹底すること。 

(ア) 診療用放射性同位元素を投与された患者

の退出に係る取扱いは「放射性医薬品を投

与された患者の退出について」（平成10年

６月30日付け医薬安発第70号厚生省医薬安

全局安全対策課長通知。以下「医薬品退出

基準」という。）を参照すること。 

(イ) 診療用放射線照射器具を永久的に挿入さ

れた患者の退出に係る取扱いは「診療用放

射線照射器具を永久的に挿入された患者の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) 
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改  正  後 改  正  前 

退出及び挿入後の線源の取扱いについて」

（平成30年７月10日付け医政地発0710第１

号厚生労働省医政局地域医療計画課長通

知。以下「照射器具退出基準」という。）

を参照すること。 

(ウ) 規則第24条第８号の２で準用する同条第

８号ハに該当する診療用放射性同位元素を

投与された患者の退出に係る取扱いについ

ては、医薬品退出基準及び「放射性医薬品

を投与された患者の退出について」（平成

10年６月30日付け厚生省医薬安全局安全対

策課事務連絡）における退出基準算定に関

する資料を参考とすること。 

イ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射

器具を体内に挿入して治療を受けている患者か

ら、当該診療用放射線照射装置又は当該診療用

放射線照射器具が脱落した場合等に伴う適切な

措置を講ずること。 

なお、診療用放射線照射器具の脱落に係る

取扱いは、照射器具退出基準を参照するこ

と。 

ウ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与

された患者等については、管理区域内において

患者等の体内から発する放射線が減衰し、患者

等を管理区域外に退出させても構わない程度十

分な時間まで留め置いた場合を示しているこ

と。 

４・５（略） 

６ 放射線診療従事者等の被ばく防止（規則第30条の18） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４・５（略） 

６ 放射線診療従事者等の被ばく防止（規則第30条の18） 
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改  正  後 改  正  前 

(１)～（４）（略） 

(５)  眼の水晶体に受ける等価線量（以下「眼の等価線

量」という。）については、３ミリメートル線量当

量（中性子線については１センチメートル線量当

量）を測定すること。ただし、１センチメートル線

量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定、確

認することによって３ミリメートル線量当量が規則

で定める眼の等価線量限度を超えないように管理す

ることができる場合には、１センチメートル線量当

量及び70マイクロメートル線量当量について測定す

ることとしても差し支えないこと。この場合、特定

エネルギーの電子線による直接被ばくという極めて

特殊な場合を除けば、１センチメートル線量当量又

は70マイクロメートル線量当量のうち値が大きい方

を採用することで眼の等価線量に関する合理的な範

囲での安全側の評価を行うことができること。 

なお、規則第30条の18第２項第２号では、外部被

ばくによる線量の測定は同号に規定する部位（以下

「法定部位」という。）に放射線測定器を装着して

行うこととしている。一方、防護眼鏡その他の放射

線を遮蔽して眼の等価線量を低減する効果がある個

人用防護具（以下「防護眼鏡等」という。）を使用

している場合には、法定部位に加えて、防護眼鏡の

内側に放射線測定器を装着し測定する等、防護眼鏡

等で低減された眼の等価線量を正確に算定するため

に適切な測定が行える部位に放射線測定器を装着し

測定した結果に基づき算定した線量を眼の等価線量

としても差し支えないこと。 

（６）（略） 

(１)～（４）（略） 

(５)  眼の水晶体に受ける等価線量（以下「眼の等価線

量」という。）については、３ミリメートル線量当

量（中性子線については１センチメートル線量当

量）を測定すること。ただし、１センチメートル線

量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定、確

認することによって３ミリメートル線量当量が新規

則で定める眼の等価線量限度を超えないように管理

することができる場合には、１センチメートル線量

当量及び70マイクロメートル線量当量について測定

することとしても差し支えないこと。この場合、特

定エネルギーの電子線による直接被ばくという極め

て特殊な場合を除けば、１センチメートル線量当量

又は70マイクロメートル線量当量のうち値が大きい

方を採用することで眼の等価線量に関する合理的な

範囲での安全側の評価を行うことができること。 

なお、新規則第30条の18第２項第２号では、外部

被ばくによる線量の測定は同号に規定する部位（以

下「法定部位」という。）に放射線測定器を装着し

て行うこととしている。一方、防護眼鏡その他の放

射線を遮蔽して眼の等価線量を低減する効果がある

個人用防護具（以下「防護眼鏡等」という。）を使

用している場合には、法定部位に加えて、防護眼鏡

の内側に放射線測定器を装着し測定する等、防護眼

鏡等で低減された眼の等価線量を正確に算定するた

めに適切な測定が行える部位に放射線測定器を装着

し測定した結果に基づき算定した線量を眼の等価線

量としても差し支えないこと。 

（６）（略） 
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改  正  後 改  正  前 

（７） 規則第30条の18第２項第３号に規定する外部被

ばくによる測定については、管理区域に立ち入って

いる間継続して行うこと。 

（８） 規則第30条の18第２項第４号に規定する内部被

ばくによる線量の測定の頻度は、放射性同位元素を

誤って吸入摂取又は経口摂取した場合にはその都

度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影

診療用放射性同位元素使用室その他の放射性同位元

素を吸入摂取又は経口摂取するおそれのある場所に

立ち入る場合には３月間を超えない期間ごとに１

回、妊娠中である女子にあっては、本人の申出等に

より管理者が妊娠の事実を知った時から出産までの

間１月を超えない期間ごとに１回であること。 

（９）（略） 

７・８（略） 

９ エックス線装置等の測定（規則第30条の21） 

放射線治療の用に供する装置については、人体に対す

る影響の大きいことから特にその精度を確保する必要が

あるため、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー

放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射

線照射装置については、その放射線量を６月を超えない

期間ごとに１回以上放射線測定器で測定し、その結果の

記録を５年間保存すること。 

10 放射線障害が発生するおそれのある場所の測定（規則

第30条の22） 

(１) 規則第30条の22第１項第１号において、診療用放

射線照射装置を固定して取り扱う場合等であって、

取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位

置が一定している場合における診療用放射線照射装

（７） 規則第30条の18第２項第４号に規定する外部被

ばくによる測定については、管理区域に立ち入って

いる間継続して行うこと。 

（８） 規則第30条の18第２項第５号に規定する内部被

ばくによる線量の測定の頻度は、放射性同位元素を

誤って吸入摂取又は経口摂取した場合にはその都

度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影

診療用放射性同位元素使用室その他の放射性同位元

素を吸入摂取又は経口摂取するおそれのある場所に

立ち入る場合には３月間を超えない期間ごとに１

回、妊娠中である女子にあっては、本人の申出等に

より管理者が妊娠の事実を知った時から出産までの

間１月を超えない期間ごとに１回であること。 

（９）（略） 

７・８（略） 

９ エックス線装置等の測定（規則第30条の21） 

放射線治療の用に供する装置については、人体に対す

る影響の大きいことから特にその精度を確保する必要が

あるため、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー

放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射

線照射装置ついては、その放射線量を６月を超えない期

間ごとに１回以上放射線測定器で測定し、その結果の記

録を５年間保存すること。 

10 放射線障害が発生するおそれのある場所の測定（規則

第30条の22） 

(１) 規則第30条の22第１項第１号において、診療用放

射線照射装置を固定して取り扱う場合等であって、

取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位

置が一定している場合における診療用放射線照射装
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改  正  後 改  正  前 

置使用室にあっては、放射線障害が発生するおそれ

のある場所の測定は、診療を開始した後にあっては

６月を超えない期間ごとに１回行わなければならな

いとされているが、診療用放射線照射装置使用室に

おいて診療用放射線照射器具を使用する場合は、診

療を開始した後にあっては１月を超えない期間ごと

に１回、放射線の量を測定し、その結果に関する記

録を５年間保存しなければならないものであるこ

と。 

(２)・（３）（略）  

11 記帳（規則第30条の23） 

(１) （略） 

(２) １週間及び３月間当たりの装置ごとの使用時間等

については、撮影１回当たりの使用時間等が明らか

である場合は、それらの累積によることとし、使用

時間等が明らかでない場合は、次に掲げる撮影１回

当たりの実効稼動負荷に１週間及び３月間当たりの

撮影回数を乗ずることにより算出して差し支えない

こと。 

エックス線装置 単位(mAs) 

ア 骨撮影用(1枚当たり)   

① 手、腕、足、幼児 10 

② 頭、頸椎、胸椎、大腿骨、骨盤 50 

③ 腰椎 100 

イ 透視用(1件当たり)   

① 消化器系 1,000 

② 血管系 15,000 

ウ CT撮影用(1スライス当たり) 300 

置使用室にあっては、放射線障害が発生するおそれ

のある場所の測定は、診療を開始した後にあっては

６月を超えない期間ごとに１回行わなければならな

いとされているが、診療用放射線照射装置において

診療用放射線照射器具を使用する場合は、診療を開

始した後にあっては１月を超えない期間ごとに１

回、放射線の量を測定し、その結果に関する記録を

５年間保存しなければならないものであること。 

 

(２)・（３）（略）  

11 記帳（規則第30条の23） 

(１) （略） 

(２) １週間及び３月間当たりの装置ごとの使用時間等

については、撮影１回当たりの使用時間等が明らか

である場合は、それらの累積によることとし、使用

時間等が明らかでない場合は、次に掲げる撮影１回

当たりの実効稼動負荷に１週間及び３月間当たりの

撮影回数を乗ずることにより算出して差し支えない

こと。 

エックス線装置 単位(mAs) 

ア 骨撮影用(1枚当たり)   

① 手、腕、足、幼児 10 

② 頭、頸椎、胸椎、大腿骨、骨盤 50 

③ 腰椎 100 

イ 透視用(1件当たり)   

① 消化器系 1,000 

② 血管系 15,000 

ウ CT撮影用(1スライス当たり) 300 
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改  正  後 改  正  前 

エ 口内法撮影用及び歯科用パノラ

マ断層撮影(1枚当たり) 

10 

オ 胸部集検用間接撮影(1枚当たり) 10 

カ その他の撮影用(1枚当たり))   

① 胸部 5 

② 腹部 40 

(３)・(４) （略） 

(５) 規則第30条の23第３項第３号に基づき記帳する特

別措置病室における汚染除去措置のうち、第４の３

（５）に従って空気中濃度の測定を省略した場合

は、その旨を記帳すればよいこと。 

12・13 （略） 

第５ 限度に関する事項 

１ （略） 

２ 線量限度（規則第30条の27） 

放射線診療従事者等の実効線量限度及び等価線量限度

は次に掲げるとおりであること。 

(１) 規則第30条の27第１項に規定する実効線量限度に

ついて 

ア 第１号の「平成13年４月１日以後５年ごとに

区分した各期間につき100ミリシーベルト」と

は、５年間のブロック管理で規制することであ

ること。具体的には、放射線診療従事者等の使

用開始時期に関係なく、平成13年４月１日から

平成18年３月31日、平成18年４月１日から平成

23年３月31日、という期間ごとで区切られたブ

ロック管理であること。 

なお、「５年間」の途中より新たに管理区域

エ  口内法撮影用及び歯科用パノラ

マ断層撮影(1枚当たり) 

10 

オ 胸部集検用間接撮影(1枚当たり) 10 

カ その他の撮影用(1枚当たり))   

① 胸部 

② 腹部 

5 

40 

(３)・(４) （略） 

(新設) 

 

 

 

12・13 （略） 

第５ 限度に関する事項 

１ （略） 

２ 線量限度（規則第30条の27） 

放射線診療従事者等の実効線量限度及び等価線量限度

は次に掲げるとおりであること。 

(１) 規則第30条の27第１項に規定する実効線量限度に

ついて 

ア 規則第30条の27第１号の「平成13年４月１日

以後５年後ごとに区分した各期間につき 100ミ

リシーベルト」とは、５年間のブロック管理で

規制することであること。具体的には、放射線

診療従事者等の使用開始時期に関係なく、平成

13年４月１日から平成18年３月31日、平成18年

４月１日から平成23年３月31日、という期間ご

とで区切られたブロック管理であること。 

なお、「５年間」の途中より新たに管理区域
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改  正  後 改  正  前 

内に立ち入ることとなった放射線診療従事者等

についても、上述した期間ごとのブロック管理

を行うこと。また、当該「５年間」の始期より

当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関

等で被ばく線量の管理を行っていた場合は、そ

の被ばく線量についても当該「５年間」におけ

る被ばく線量に含むものであること。 

イ 第３号の規定における当該女子の実効線量限

度は、女子（妊娠する可能性がないと診断され

た者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書面

で申し出た者を除く。）については、前号に規

定するほか、３月間につき５ミリシーベルトで

あること。 

なお、３月間とは、４月１日、７月１日、

10月１日及び１月１日を始期とする３月間の

ことであること。 

ウ 第４号の規定は、受胎産物の放射線に対する

感受性が高いことを考慮して設けられた規定で

あり、内部被ばくによる線量は、実効線量で評

価する旨徹底されたい。 

(２) 規則第30条の27第２項に規定する等価線量限度に

ついて 

ア 第１号の「５年ごとに区分した各期間につき

100ミリシーベルト」とは、５年間のブロック

管理で規制することであること。具体的には、

放射線診療従事者等の使用開始時期に関係な

く、令和３年４月１日から令和８年３月31日、

令和８年４月１日から令和13年３月31日、とい

う期間ごとで区切られたブロック管理であるこ

内に立ち入ることとなった放射線診療従事者等

についても、上述した期間ごとのブロック管理

を行うこと。また、当該「５年間」の始期より

当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関

等で被ばく線量の管理を行っていた場合は、そ

の被ばく線量についても当該「５年間」におけ

る被ばく線量に含むものであること。 

イ 規則第30条の27第３号の規定における当該女

子の実効線量限度は、女子（妊娠する可能性が

ないと診断された者及び妊娠する意思がない旨

を管理者に書面で申し出た者を除く。）につい

ては、前号に規定するほか、３月間につき５ミ

リシーベルトであること。 

なお、３月間とは、４月１日、７月１日、

10月１日及び１月１日を始期とする３月間の

ことであること。 

ウ 規則第30条の27第３号の規定は、受胎産物の

放射線に対する感受性が高いことを考慮して設

けられた規定であり、内部被ばくによる線量

は、実効線量で評価する旨徹底されたい。 

(２) 規則第30条の27第２項に規定する等価線量限度に

ついて 

ア 規則第30条の27第２項第１号の「５年ごとに

区分した各期間につき100ミリシーベルト」と

は、５年間のブロック管理で規制することであ

ること。具体的には、放射線診療従事者等の使

用開始時期に関係なく、令和３年４月１日から

令和８年３月31日、令和８年４月１日から令和

13年３月31日、という期間ごとで区切られたブ
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改  正  後 改  正  前 

と。 

なお、「５年間」の途中より新たに管理区域

内に立ち入ることとなった放射線診療従事者等

についても、上述した期間ごとのブロック管理

を行うこと。また、当該「５年間」の始期より

当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関

等で被ばく線量の管理を行っていた場合は、そ

の被ばく線量についても当該「５年間」におけ

る被ばく線量に含むものであること。 

また、女子（妊娠する可能性がないと診断さ

れた者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書

面で申し出た者を除く。）を除く、放射線障害

を防止するための緊急時作業に係る線量の限度

を適用する作業に従事した放射線診療従事者等

（以下「緊急放射線診療従事者等」という。以

下同じ。）の眼の水晶体に対する等価線量限度

は300ミリシーベルトであること。 

イ 第２号に規定する皮膚の等価線量限度は、４

月１日を始期とする１年間につき500ミリシー

ベルトであること。 

また、緊急放射線診療従事者等の皮膚に対

する等価線量限度は１シーベルトであるこ

と。 

ウ 第３号に規定する妊娠中である女子の腹部表

面の等価線量限度は、本人の申出等により管理

者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間

につき、２ミリシーベルトであること。 

 

ロック管理であること。 

なお、「５年間」の途中より新たに管理区域

内に立ち入ることとなった放射線診療従事者等

についても、上述した期間ごとのブロック管理

を行うこと。また、当該「５年間」の始期より

当該管理区域に立ち入るまでの間に他医療機関

等で被ばく線量の管理を行っていた場合は、そ

の被ばく線量についても当該「５年間」におけ

る被ばく線量に含むものであること。 

また、女子（妊娠する可能性がないと診断さ

れた者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書

面で申し出た者を除く。）を除く、放射線障害

を防止するための緊急時作業に係る線量の限度

を適用する作業に従事した放射線診療従事者等

（以下「緊急放射線診療従事者等」という。以

下同じ。）の眼の水晶体に対する等価線量限度

は300ミリシーベルトであること。 

イ 規則第30条の27第２号に規定する皮膚の等価

線量限度は、４月１日を始期とする１年間につ

き500ミリシーベルトであること。 

また、緊急放射線診療従事者等の皮膚に対

する等価線量限度は１シーベルトであるこ

と。 

ウ 規則第30条の27第３号に規定する妊娠中であ

る女子の腹部表面の等価線量限度は、本人の申

出等により管理者が妊娠の事実を知ったときか

ら出産までの間につき、２ミリシーベルトであ

ること。 
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改  正  後 改  正  前 

〔別紙〕 

女子の線量限度の適用除外についての書面の運用に係る留意事

項 

 （略） 

 

＜様式例＞ 

管理者※        殿 

 

 私は、  年  月  日より、医療法施行規則（昭和 23年 11月

５日厚生省令第 50 号第 30 条の 27 第１項第３号に定める線量限度の

適用を必要としないので本書面をもって申し出ます。 

 なお、再び上記線量限度の適用を必要とする場合は、直ちに本書

面を撤回いたします。 

   年 月 日 

   氏  名                

 

 

注意事項） 

① この書面を提出することによって、あなたには５ミリシーベ

ルト／３月間の線量限度が適用されなくなります。あなたの線

量限度は、100ミリシーベルト／５年間、かつ 50ミリシーベル

ト／年間となります。 

② この書面を提出する前に、管理者から十分な説明を受けてく

ださい。 

③  この書面に管理者が記名したものの写しを保管してくださ

い。 

④ この書面の撤回は、書面をもって行ってください。 
 

〔別紙〕 

女子の線量限度の適用除外についての書面の運用に係る留意事

項 

 （略） 

 

＜様式例＞ 

管理者※        殿 

 

 私は、  年  月  日より、医療法施行規則（昭和 23年 11月

５日厚生省令第 50 号第 30 条の 27 第１項第３号に定める線量限度の

適用を必要としないので本書面をもって申し出ます。 

 なお、再び上記線量限度の適用を必要とする場合は、直ちに本書

面を撤回いたします。 

   年 月 日 

   氏  名               （署名又は印） 

 

 

注意事項） 

① この書面を提出することによって、あなたには５ミリシーベ

ルト／３月間の線量限度が適用されなくなります。あなたの線

量限度は、100ミリシーベルト／５年間、かつ 50ミリシーベル

ト／年間となります。 

② この書面を提出する前に、管理者から十分な説明を受けてく

ださい。 

③ この書面に管理者の受理印を受けたものの写しを保管してく

ださい。 

④ この書面の撤回は、書面をもって行ってください。 
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上記書面を確かに受理いたしました。 

年  月  日 

管理者※名       

※申請書上の管理者であること 

上記書面を確かに受理いたしました。 

年  月  日 

管理者※名       （署名又は印） 

※申請書上の管理者であること 


